
 

大津市サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。

以下｢法｣という。）に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録等に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （同居者の要件） 

第２条 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平

成２３年厚生労働省令・国土交通省令第２号。以下｢省令｣という。）第３条第２号に規定

する入居者と同居させることが必要であると市長が認める者は、入居者の介護を行う者

又は入居者が扶養している児童等とする。 

 （登録申請書の添付書類） 

第３条 省令第７条第１号の各階平面図は、縮尺が１００分の１程度以上のものとする。 

２ 省令第７条第２号の書類には、加齢対応構造等のチェックリスト（様式第１号又は様

式第２号）を添付しなければならないものとする。 

３ 省令第７条第５号の書類は、前払金の保全措置に関する証明書（様式第３号）による

ものとする。 

４ 市長は、法第５条第１項の登録（同条第２項の登録の更新を含む。）の申請を行う者に

対し、省令第７条第６号の規定に基づく書類として、入居契約の登録基準適合性に関す

るチェックリスト（様式第４号）及び暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報（様式

第５号）の添付を求めるものとする。 

 （入居開始時期） 

第４条 登録事業者（法第９条第１項の登録事業者をいう。以下同じ。）は、法第６条第１

項の申請書に記載する入居開始時期前に当該住宅に入居者を入居させてはならない。 

 （登録の通知等） 

第５条 法に定める次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める通知書により行うものと

する。 

(1) 法第７条第３項の規定による登録の通知 サービス付き高齢者向け住宅登録通知

書（様式第６号） 

(2) 法第７条第４項の規定による基準に適合しない旨の通知 サービス付き高齢者向

け住宅登録基準不適合通知書（様式第７号） 

(3) 法第８条第２項の規定による登録を拒否した旨の通知 サービス付き高齢者向け

住宅登録拒否通知書（様式第８号） 

(4) 法第９条第４項（法第１１条第４項において準用する場合を含む。）の規定による

変更の登録をした旨の通知 サービス付き高齢者向け住宅変更登録通知書（様式第９

号） 

(5) 法第２６条第３項の規定による登録を取り消した旨の通知 サービス付き高齢者



 

向け住宅登録取消通知書（様式第１０号） 

 （廃業等の届出） 

第６条 法第１２条第１項又は第２項の規定による届出は、サービス付き高齢者向け住宅

登録事業者廃業等届出書（様式第１１号）により行わなければならない。 

２ 法第１２条第２項の規定により届出を行う破産管財人は、前項の届出書に登録事業者

の破産管財人であることを証する書類を添付しなければならない。 

 （登録の抹消の申請） 

第７条 法第１３条第１項第１号の規定による登録の抹消の申請は、サービス付き高齢者

向け住宅事業登録抹消申請書（様式第１２号）により行わなければならない。 

 （入居契約書等の作成） 

第８条 登録事業者と入居者が締結する契約の書面は、国の示す参考とすべき入居契約書

に準拠しなければならない。 

（登録事項等についての説明） 

第９条 法第１７条第１項の規定による契約締結前の書面の交付及び説明は、登録事項等

についての説明（様式第１３号）に準拠して行わなければならない。 

（申請書類等の備付け） 

第１０条 登録事業者は、法第１９条に規定する帳簿のほか、次の各号に掲げる書類を備

え付け、これを保存しなければならない。 

 (1) 法第６条第１項の規定による登録申請に係る書類一式の写し 

 (2) 入居者と締結した賃貸借契約書、利用権契約書及びサービスの提供に関する契約書

等 

 (3) 入居者の入退去の状況を明らかにする書類 

２ 前項各号に掲げる書面に関する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスクに記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明

確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって当該書類の保存に代えることができる。 

 （業務に関する報告） 

第１１条 法第２４条第１項の規定に基づき市長から業務に関する報告を求められた登録

事業者又は管理等受託者（同項の管理等受託者をいう。）は、速やかに市長にサービス付

き高齢者向け住宅業務報告書（様式第１４号）により報告しなければならない。 

 （指示） 

第１２条 法第２５条の規定による指示は、サービス付き高齢者向け住宅指示事項通知書

（様式第１５号）を通知して行うものとする。 

２ 登録事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかに必要な措置を講じた上、サービ

ス付き高齢者向け住宅指示事項改善報告書（様式第１６号）により市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （滅失等の報告） 



 

第１３条 登録事業者は、法第５条第１項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の

全部又は一部が、災害等により、滅失又は一部毀損したときは、遅滞なくサービス付き

高齢者向け住宅滅失等報告書（様式第１７号）により市長に報告しなければならない。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、大津市サービス付き高齢者向け住宅の登録等に

ついて必要な事項は、市長がその都度定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１０月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の様式第１４号の規定は、この要綱の施行の日以後に登録を受ける者が行う法

第１７条の規定による契約締結前の書面の交付及び説明について適用し、同日前に登録

を受けた者が行う同条の規定による契約締結前の書面の交付及び説明については、なお

従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年７月２０日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年１２月１４日から施行する。 

２ 改正後の大津市サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関する要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に行う高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６

号）第５条第１項の登録（同条第２項の登録の更新を含む。以下「登録」という。）の申

請について適用し、同日前に行われた登録の申請については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により

使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕

って使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和４年５月１８日から施行する。 


